
 

 

・繰り返しになるがお客さまサービスは下げない。 

・ＩＣＴとは、改札で言えば遠隔操作システムを考えている。委託後もお客さまのご利用

状況を見ながら遠隔操作が活用できれば導入を検討していく。出札ではこれまでも機械

化としてＭＶの導入で窓口の見直しを行ってきた。運転業務については ATOSや CTC

などで効率化してきたことはあるが、現時点では考えていない。 

承知した。 
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・「常時運転取扱いのある駅」「新幹線停車駅」「地区駅」は当社で運営する駅とするが、

一部コーナーを委託する場合はある。 

・既に委託しているコーナーを当社運営とする考えはないが、お客さまのご利用実態等を

踏まえ、IＣＴの活用等により運営体制を見直す事はある。 

・会社が考える「常時運転取扱いのある駅」を別紙で示す。 

・基準上の区分ではなく、入換えや線閉など運転取扱業務の作業実態・頻度で判断してい

る。具体的に何の業務に何回という線引きはしていないが、総合的に判断している。 

・今回の駅は本社・支社で業務実態を見た上で決めており、支社と本社で一致している。 

・「コーナー」とは、出札や改札などこれまで委託を進めて来たパートという考え方でよ

いか？ 

・人材育成では様々な業務を経験でき、駅全体を本体運営とするメリットは大きい。 

・駅総体で対応しなければならない異常時や車いす対応では、コーナー委託により既に弊

害が出ている。 

・「コーナー」の考え方はその通り。 

・これまでもコーナー委託は定型的な専門特化した業務で進めて来ている。社員の人材育

成は定型業務ではなく、もっと複雑な案内業務などで知識や経験を積んでもらいたい。 

・異常時は今でも受託会社との間で駅毎にルールを定めている。車いす対応件数などは委

託を決めた時点とは想定を上回っており、適宜見直していく。 

・常時運転取扱い駅と聞くと、実施基準で示達されている「運転取扱駅・準運転取扱駅」

を考える。今回の会社案はなぜ基準上の駅と違うのか？ 

・「常時」運転取扱いのある駅の判断は誰が行うのか？ 

・委託によってお客さまへのサービスが低下してはならいことを再確認する。 

・「ＩＣＴの活用」とは何を指すのか？ 

具体的ではない。このままでは地方議論で混乱する。定義については文書整理したい。 


